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新
旧
対
照
表 

 

○
千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
四
月
十
七
日
規
則
第
十
八
号
□ 

 

新 

旧 

 
 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則 

題
名
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
平
成
五
年
三
三

号
□ 

題
名
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
平
成
五
年
三
三

号
□ 

□
趣
旨
□ 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
設
置
管
理
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千

葉
県
条
例
第
十
八
号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
設
置
管
理
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千

葉
県
条
例
第
十
八
号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
平
成
五
年
三
三

号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
平
成
五
年
三
三

号
□ 

□
権
限
の
委
任
□ 

□
権
限
の
委
任
□ 

第
二
条 

知
事
は
□
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
百
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
□
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
長
□
以
下
□
校
長
□
と
い
う
□
□
に
次
に
掲

げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
□ 

第
二
条 

知
事
は
□
地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
百
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
□
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
長
□
以
下
□
校
長
□
と
い
う
□
□
に
次
に
掲

げ
る
事
務
を
処
理
す
る
権
限
を
委
任
す
る
□ 

一 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
休
日
等
の
変
更
に
関
す
る
こ
と
□ 

一 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
休
日
等
の
変
更
に
関
す
る
こ
と
□ 

二 

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

二 

条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

三 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
退
校
に
関
す
る
こ
と
□ 

三 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
生
の
退
校
に
関
す
る
こ
と
□ 

四 

条
例
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
施
設
の
利
用
に

関
す
る
こ
と
□ 

四 

条
例
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
施
設
の
利
用
に

関
す
る
こ
と
□ 

全
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
四
七
年
規
則
五

四
号
・
五
四
年
一
五
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

全
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
四
七
年
規
則
五

四
号
・
五
四
年
一
五
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

□
訓
練
科
等
□ 
□
訓
練
科
等
□ 

第
三
条 

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
訓
練
科
□
入
所
者
訓
練
生
の
定
員

及
び
訓
練
期
間
は
□
別
表
の
と
お
り
と
す
る
□ 

第
三
条 

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
訓
練
科
□
入
所
者
訓
練
生
の
定
員

及
び
訓
練
期
間
は
□
別
表
の
と
お
り
と
す
る
□ 

全
部
改
正
□
昭
和
五
四
年
規
則
一
五
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
六
〇
年
規
則
七

一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

全
部
改
正
□
昭
和
五
四
年
規
則
一
五
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
六
〇
年
規
則
七

一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

□
入
校
手
続
□ 

□
入
校
手
続
□ 

第
四
条 

入
校
し
よ
う
と
す
る
者
は
□
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
入
校
を
希
望
す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
四
条 

入
校
し
よ
う
と
す
る
者
は
□
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
入
校
を
希
望
す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 
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一 

入
校
願
書
□
別
記
第
一
号
様
式
□ 

一 

入
校
願
書
□
別
記
第
一
号
様
式
□ 

二 

写
真
一
枚
□
縦
四
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
横
三
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
の
正
面
向
き
半
身
脱

帽
で
撮
影
し
た
も
の
□ 

二 

写
真
一
枚
□
縦
四
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
□
横
三
セ
ン
チ
メ
□
ト
ル
の
正
面
向
き
半
身
脱

帽
で
撮
影
し
た
も
の
□ 

三 
そ
の
他
校
長
の
定
め
る
書
類 

三 

そ
の
他
校
長
の
定
め
る
書
類 

２ 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
等
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
事
業
主
□
以

下
□
訓
練
委
託
者
□
と
い
う
□
□
は
□
訓
練
委
託
申
請
書
□
別
記
第
一
号
様
式
の
二
□
に

当
該
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
入
校
さ
せ
よ
う
と

す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
等
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
事
業
主
□
以

下
□
訓
練
委
託
者
□
と
い
う
□
□
は
□
訓
練
委
託
申
請
書
□
別
記
第
一
号
様
式
の
二
□
に

当
該
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
の
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
入
校
さ
せ
よ
う
と

す
る
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
九
年
一
七
号
・
五
二
年
二
四
号
・

六
〇
年
七
一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
・
一
二
年
五
号
・
一
五
年
一
三
二
号
・
一

六
年
一
五
三
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
九
年
一
七
号
・
五
二
年
二
四
号
・

六
〇
年
七
一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
・
一
二
年
五
号
・
一
五
年
一
三
二
号
・
一

六
年
一
五
三
号
□ 

□
入
校
の
決
定
及
び
通
知
□ 

□
入
校
の
決
定
及
び
通
知
□ 

第
五
条 

校
長
は
□
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
を
希
望
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
選

考
の
上
□
訓
練
生
を
決
定
す
る
□ 

第
五
条 

校
長
は
□
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
を
希
望
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
□
選

考
の
上
□
訓
練
生
を
決
定
す
る
□ 

２ 

校
長
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
□
職
業
能
力
開
発
促

進
法
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
□
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

職
業
訓
練
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
承
認
又
は
不
承
認
を
決
定
す
る
□ 

２ 

校
長
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
□
職
業
能
力
開
発
促

進
法
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
□
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

職
業
訓
練
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
承
認
又
は
不
承
認
を
決
定
す
る
□ 

３ 

校
長
は
□
第
一
項
の
入
校
の
決
定
又
は
前
項
の
承
認
若
し
く
は
不
承
認
の
決
定
を
し
た

と
き
は
□
速
や
か
に
そ
の
旨
及
び
入
校
日
を
□
当
該
入
校
希
望
者
□
同
項
の
場
合
に
あ
つ

て
は
訓
練
委
託
者
□
に
通
知
す
る
と
と
も
に
□
知
事
及
び
関
係
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に

そ
の
氏
名
そ
の
他
必
要
事
項
を
報
告
し
□
又
は
通
知
す
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

校
長
は
□
第
一
項
の
入
校
の
決
定
又
は
前
項
の
承
認
若
し
く
は
不
承
認
の
決
定
を
し
た

と
き
は
□
速
や
か
に
そ
の
旨
及
び
入
校
日
を
□
当
該
入
校
希
望
者
□
同
項
の
場
合
に
あ
つ

て
は
訓
練
委
託
者
□
に
通
知
す
る
と
と
も
に
□
知
事
及
び
関
係
公
共
職
業
安
定
所
の
長
に

そ
の
氏
名
そ
の
他
必
要
事
項
を
報
告
し
□
又
は
通
知
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
五
四
年
一
五
号
・

六
〇
年
七
一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
・
二
八
年
五
五
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
四
七
年
五
四
号
・
五
四
年
一
五
号
・

六
〇
年
七
一
号
・
平
成
五
年
三
三
号
・
二
八
年
五
五
号
□ 

□
誓
約
書
等
の
提
出
□ 

□
誓
約
書
等
の
提
出
□ 

第
六
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
を
決
定
さ
れ
た
者
は
□
同
条
第
三

項
の
入
校
日
ま
で
に
誓
約
書
□
別
記
第
二
号
様
式
□
及
び
身
体
検
査
書
を
校
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
六
条 

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
校
を
決
定
さ
れ
た
者
は
□
同
条
第
三

項
の
入
校
日
ま
で
に
誓
約
書
□
別
記
第
二
号
様
式
□
及
び
身
体
検
査
書
を
校
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
平
成
一
二
年
五
号
・
一
五
年
一
三
二

号
・
令
和
二
年
四
〇
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
平
成
一
二
年
五
号
・
一
五
年
一
三
二

号
・
令
和
二
年
四
〇
号
□ 

□
退
校
□ 

□
退
校
□ 

第
七
条 

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
入
校
し
た
者
が
病
気
傷
害
□
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
退
校
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
退
校
願
□
別
記
第
三
号
様

式
□
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
退
校
の
理
由

が
病
気
又
は
傷
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
七
条 
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
入
校
し
た
者
が
病
気
傷
害
□
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由

に
よ
り
退
校
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
退
校
願
□
別
記
第
三
号
様

式
□
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
退
校
の
理
由

が
病
気
又
は
傷
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
□ 

い
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

□
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
の
訓
練
の
停
止
等
□ 

□
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
の
訓
練
の
停
止
等
□ 

第
八
条 
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
訓
練
委
託
者
が
当
該
委
託
し
た
雇

用
労
働
者
に
つ
い
て
訓
練
を
停
止
し
□
又
は
訓
練
科
目
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
□

委
託
訓
練
停
止
□
変
更
□
願
□
別
記
第
四
号
様
式
□
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

第
八
条 

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
訓
練
委
託
者
が
当
該
委
託
し
た
雇

用
労
働
者
に
つ
い
て
訓
練
を
停
止
し
□
又
は
訓
練
科
目
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
□

委
託
訓
練
停
止
□
変
更
□
願
□
別
記
第
四
号
様
式
□
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

□
修
了
□ 

□
修
了
□ 

第
九
条 

校
長
は
□
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
訓
練
生
に
対
し
て
修
了
証
書
□
別
記
第
五
号

様
式
□
を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
九
条 

校
長
は
□
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た
訓
練
生
に
対
し
て
修
了
証
書
□
別
記
第
五
号

様
式
□
を
授
与
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
六
〇
年
七
一
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
六
〇
年
七
一
号
□ 

□
ほ
う
賞
□ 

□
ほ
う
賞
□ 

第
十
条 

校
長
は
□
成
績
優
秀
□
か
つ
□
他
の
訓
練
生
の
模
範
と
な
る
者
に
つ
い
て
ほ
う
賞

す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

第
十
条 

校
長
は
□
成
績
優
秀
□
か
つ
□
他
の
訓
練
生
の
模
範
と
な
る
者
に
つ
い
て
ほ
う
賞

す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
□ 

□
補
則
□ 

□
補
則
□ 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
運
営
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
は
□
校
長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
□ 

第
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
テ
ク
ノ
ス
ク
□
ル
の
運
営
に
つ
い
て
必
要

な
事
項
は
□
校
長
が
知
事
の
承
認
を
得
て
定
め
る
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

一
部
改
正
□
昭
和
四
四
年
規
則
八
四
号
・
平
成
五
年
三
三
号
□ 

附 

則 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
□
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
□
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

２ 

千
葉
県
一
般
職
業
訓
練
所
運
営
規
則
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
十
八
号
□
は
□

廃
止
す
る
□ 

２ 

千
葉
県
一
般
職
業
訓
練
所
運
営
規
則
□
昭
和
三
十
四
年
千
葉
県
規
則
第
十
八
号
□
は
□

廃
止
す
る
□ 

３ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
□
現
に
な
さ
れ
て
い
る
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
□
こ
の
規
則
の
そ

れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
□ 

３ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
□
現
に
な
さ
れ
て
い
る
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
□
こ
の
規
則
の
そ

れ
ぞ
れ
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
□ 

附 

則
□
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
規
則
第
六
十
五
号
□ 

附 

則
□
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
規
則
第
六
十
五
号
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
１ 
こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

２ 

自
動
車
整
備
科
の
入
所
期
間
に
つ
い
て
は
□
昭
和
三
十
九
年
度
に
限
り
六
月
と
す
る
□ 

２ 
自
動
車
整
備
科
の
入
所
期
間
に
つ
い
て
は
□
昭
和
三
十
九
年
度
に
限
り
六
月
と
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
六
日
規
則
第
八
号
□ 
附 
則
□
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
六
日
規
則
第
八
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
十
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
十
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
二
年
一
月
十
三
日
規
則
第
三
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
二
年
一
月
十
三
日
規
則
第
三
号
□ 
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こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
三
年
一
月
二
十
六
日
規
則
第
二
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
三
年
一
月
二
十
六
日
規
則
第
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
昭
和
四
十
三
年
十
月
三
十
一
日
規
則
第
六
十
六
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
三
年
十
月
三
十
一
日
規
則
第
六
十
六
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
十
六
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
十
六
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
四
年
十
月
十
五
日
規
則
第
八
十
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
四
年
十
月
十
五
日
規
則
第
八
十
四
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
建
設
技
能
専
修
職
業
訓
練
校
及

び
旭
専
修
職
業
訓
練
校
の
建
設
機
械
運
転
科
並
び
に
芝
山
専
修
職
業
訓
練
校
の
ブ
ロ
ツ
ク

建
築
科
に
係
る
改
正
規
定
は
□
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
建
設
技
能
専
修
職
業
訓
練
校
及

び
旭
専
修
職
業
訓
練
校
の
建
設
機
械
運
転
科
並
び
に
芝
山
専
修
職
業
訓
練
校
の
ブ
ロ
ツ
ク

建
築
科
に
係
る
改
正
規
定
は
□
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

□
経
過
規
定
□ 

□
経
過
規
定
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
訓
練
校
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
の
訓
練
科

目
及
び
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
訓
練
校
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
の
訓
練
科

目
及
び
訓
練
の
対
象
と
な
る
技
能
に
つ
い
て
は
□
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
□ 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
一
般
職
業
訓
練
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
□
改
正
後
の
専
修

職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手

続
と
み
な
す
□ 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
一
般
職
業
訓
練
所
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
□
改
正
後
の
専
修

職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手

続
と
み
な
す
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
五
年
三
月
十
七
日
規
則
第
十
三
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
五
年
三
月
十
七
日
規
則
第
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
五
年
六
月
十
二
日
規
則
第
四
十
一
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
五
年
六
月
十
二
日
規
則
第
四
十
一
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
一
日
規
則
第
五
十
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
六
年
七
月
二
十
一
日
規
則
第
五
十
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
四
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
規
則
第
十
七
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
規
則
第
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
七
年
七
月
二
十
日
規
則
第
五
十
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
七
年
七
月
二
十
日
規
則
第
五
十
四
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
規
定
□ 

□
経
過
規
定
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
専
修
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の

規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
□
改
正
後
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理

条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
専
修
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の

規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
□
改
正
後
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理

条
例
施
行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
□ 
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□
千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
改
正
□ 

□
千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
改
正
□ 

３ 
千
葉
県
組
織
規
程
□
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

３ 

千
葉
県
組
織
規
程
□
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
□ 

第
五
条
第
五
号
中
□
及
び
□
を
□
並
び
に
□
に
改
め
□
□
第
十
五
条
第
二
項
□
の
下
に

□
及
び
第
十
九
条
第
一
項
□
を
加
え
る
□ 

第
五
条
第
五
号
中
□
及
び
□
を
□
並
び
に
□
に
改
め
□
□
第
十
五
条
第
二
項
□
の
下
に

□
及
び
第
十
九
条
第
一
項
□
を
加
え
る
□ 

第
十
三
条
職
業
訓
練
課
の
部
中
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

第
十
三
条
職
業
訓
練
課
の
部
中
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

七 

専
修
職
業
訓
練
校
及
び
高
等
職
業
訓
練
校
に
関
す
る
こ
と
□ 

七 

専
修
職
業
訓
練
校
及
び
高
等
職
業
訓
練
校
に
関
す
る
こ
と
□ 

第
十
八
条
第
六
項
中
□
及
び
□
を
□
並
び
に
□
に
改
め
□
□
職
業
訓
練
法
第
十
五
条
第

二
項
□
の
下
に
□
及
び
第
十
九
条
第
一
項
□
を
加
え
□
□
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
専
修

職
業
訓
練
校
・
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

第
十
八
条
第
六
項
中
□
及
び
□
を
□
並
び
に
□
に
改
め
□
□
職
業
訓
練
法
第
十
五
条
第

二
項
□
の
下
に
□
及
び
第
十
九
条
第
一
項
□
を
加
え
□
□
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
専
修

職
業
訓
練
校
・
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

第
百
四
十
二
条
の
表
市
原
専
修
職
業
訓
練
校 

建
設
技
能
専
修
職
業
訓
練
校 

船
橋
専

修
職
業
訓
練
校 

旭
専
修
職
業
訓
練
校
の
部
中
□
市
原
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
市
原
高

等
職
業
訓
練
校
□
に
□
□
船
橋
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
船
橋
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改

め
□
同
部
訓
練
課
の
項
第
一
号
中
□
専
修
職
業
訓
練
課
程
□
を
□
専
修
訓
練
課
程
及
び
高

等
訓
練
課
程
□
に
改
め
る
□ 

第
百
四
十
二
条
の
表
市
原
専
修
職
業
訓
練
校 

建
設
技
能
専
修
職
業
訓
練
校 

船
橋
専

修
職
業
訓
練
校 

旭
専
修
職
業
訓
練
校
の
部
中
□
市
原
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
市
原
高

等
職
業
訓
練
校
□
に
□
□
船
橋
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
船
橋
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改

め
□
同
部
訓
練
課
の
項
第
一
号
中
□
専
修
職
業
訓
練
課
程
□
を
□
専
修
訓
練
課
程
及
び
高

等
訓
練
課
程
□
に
改
め
る
□ 

□
千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
□ 

□
千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
□ 

４ 

千
葉
県
財
務
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

４ 

千
葉
県
財
務
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号
の
二
□
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
□ 

別
表
第
一
か
い
名
の
欄
中
□
市
原
専
修
職
業
訓
練
校
・
船
橋
専
修
職
業
訓
練
校
□
を

□
市
原
高
等
職
業
訓
練
校
・
船
橋
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

別
表
第
一
か
い
名
の
欄
中
□
市
原
専
修
職
業
訓
練
校
・
船
橋
専
修
職
業
訓
練
校
□
を

□
市
原
高
等
職
業
訓
練
校
・
船
橋
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

別
表
第
三
部
・
課
・
か
い
名
の
欄
中
□
各
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
各
専
修
職
業
訓
練

校
及
び
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

別
表
第
三
部
・
課
・
か
い
名
の
欄
中
□
各
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
各
専
修
職
業
訓
練

校
及
び
高
等
職
業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

５ 

千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

５ 

千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

第
八
条
中
□
県
内
の
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
県
立
の
専
修
職
業
訓
練
校
及
び
高
等
職

業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

第
八
条
中
□
県
内
の
専
修
職
業
訓
練
校
□
を
□
県
立
の
専
修
職
業
訓
練
校
及
び
高
等
職

業
訓
練
校
□
に
改
め
る
□ 

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
□
専
修
職
業
訓
練
校
長
□
を
□
専
修
□
高

等
□
職
業
訓
練
校
長
□
に
改
め
る
□ 

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
□
専
修
職
業
訓
練
校
長
□
を
□
専
修
□
高

等
□
職
業
訓
練
校
長
□
に
改
め
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
二
号
□ 
附 
則
□
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
規
則
第
十
七
号
□ 

附 

則
□
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
規
則
第
十
七
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

２ 
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

２ 

千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
□
専
修
□
高
等
□
職
業
訓
練
校
長
□
を

□
□
高
等
□
技
術
専
門
学
校
長
□
に
改
め
る
□ 

別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
□
専
修
□
高
等
□
職
業
訓
練
校
長
□
を

□
□
高
等
□
技
術
専
門
学
校
長
□
に
改
め
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
十
二
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
五
日
規
則
第
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
二
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
二
年
四
月
九
日
規
則
第
二
十
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
二
年
四
月
九
日
規
則
第
二
十
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
日
規
則
第
十
五
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
日
規
則
第
十
五
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

□
千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
□ 

２ 

千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

２ 

千
葉
県
職
業
訓
練
指
導
員
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
規

則
第
五
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

次
の
よ
う
□
略
□ 

次
の
よ
う
□
略
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
規
則
第
十
八
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
規
則
第
十
八
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
日
規
則
第
十
五
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
日
規
則
第
十
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
二
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
六
年
二
月
十
三
日
規
則
第
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
六
年
二
月
十
三
日
規
則
第
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
一
号
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
一
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
規
則
第
十
九
号
□ 
附 

則
□
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
規
則
第
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
三
号
□ 

附 
則
□
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
規
則
第
二
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
年
三
月
二
十
六
日
規
則
第
十
五
号
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
年
三
月
二
十
六
日
規
則
第
十
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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附 

則
□
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
三
日
規
則
第
七
十
一
号
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
三
日
規
則
第
七
十
一
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
八
日
規
則
第
十
四
号
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
八
日
規
則
第
十
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
昭
和
六
十
三
年
三
月
十
八
日
規
則
第
七
号
□ 

附 

則
□
昭
和
六
十
三
年
三
月
十
八
日
規
則
第
七
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門

校
の
項
の
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
は
□
改
正
後
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施

行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
昭
和
六
十

三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
に
在
校
し
て
い
る
者

が
当
該
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
に
在
校
し
な
く
な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の

と
す
る
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門

校
の
項
の
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
は
□
改
正
後
の
職
業
訓
練
校
設
置
管
理
条
例
施

行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
昭
和
六
十

三
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
に
在
校
し
て
い
る
者

が
当
該
家
庭
用
電
気
機
器
サ
□
ビ
ス
科
に
在
校
し
な
く
な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の

と
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
元
年
三
月
十
七
日
規
則
第
二
十
一
号
□ 

附 

則
□
平
成
元
年
三
月
十
七
日
規
則
第
二
十
一
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
二
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
三
年
四
月
一
日
規
則
第
四
十
二
号
□ 

附 

則
□
平
成
三
年
四
月
一
日
規
則
第
四
十
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
四
年
三
月
二
十
一
日
規
則
第
九
号
□ 

附 

則
□
平
成
四
年
三
月
二
十
一
日
規
則
第
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
五
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
五
年
四
月
一
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
十
五
号
□ 

附 

則
□
平
成
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
十
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
こ
の
規
則
は
□
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
八
年
三
月
二
十
六
日
規
則
第
十
九
号
□ 
附 

則
□
平
成
八
年
三
月
二
十
六
日
規
則
第
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
規
則
第
二
十
七
号
□ 

附 
則
□
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
規
則
第
二
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
四
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
三
十
四
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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附 

則
□
平
成
十
年
六
月
三
十
日
規
則
第
六
十
七
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
年
六
月
三
十
日
規
則
第
六
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
四
十
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
一
年
四
月
一
日
規
則
第
四
十
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
平
成
十
二
年
二
月
二
十
九
日
規
則
第
五
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
二
年
二
月
二
十
九
日
規
則
第
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
十
九
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
九
十
九
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
三
年
九
月
二
十
八
日
規
則
第
百
二
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
三
年
九
月
二
十
八
日
規
則
第
百
二
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
五
十
七
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
五
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
規
則
第
百
三
十
二
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
規
則
第
百
三
十
二
号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
四
条
□
第
六
条

及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
四
条
□
第
六
条

及
び
別
記
第
一
号
様
式
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
金
属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術
専
門
校
の
項

の
機
械
系
機
械
加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
機
械
系
機
械

加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
旭
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
機
械
系
機
械
加
工
科
□
同
表
千
葉

県
立
東
金
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
同
表
千
葉
県
立
館
山
高
等

技
術
専
門
校
の
項
の
第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
は
□
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校

設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
船
橋

高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
旭
高
等

技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
東
金
高
等
技
術
専
門
校
の
項
及
び
千
葉
県
立
館
山
高
等
技

術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
金

属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
機
械
系
機
械
加
工
科
□
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
第
二
種
自
動

車
系
自
動
車
整
備
科
に
在
校
し
て
い
る
者
が
当
該
金
属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
機
械
系
機

械
加
工
科
□
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
に
在
校
し
な
く

な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
金
属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術
専
門
校
の
項

の
機
械
系
機
械
加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
機
械
系
機
械

加
工
科
□
同
表
千
葉
県
立
旭
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
機
械
系
機
械
加
工
科
□
同
表
千
葉

県
立
東
金
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
同
表
千
葉
県
立
館
山
高
等

技
術
専
門
校
の
項
の
第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
は
□
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校

設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
船
橋

高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
旭
高
等

技
術
専
門
校
の
項
□
千
葉
県
立
東
金
高
等
技
術
専
門
校
の
項
及
び
千
葉
県
立
館
山
高
等
技

術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
金

属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
機
械
系
機
械
加
工
科
□
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
第
二
種
自
動

車
系
自
動
車
整
備
科
に
在
校
し
て
い
る
者
が
当
該
金
属
加
工
系
塑
性
加
工
科
□
機
械
系
機

械
加
工
科
□
金
属
加
工
系
溶
接
科
及
び
第
二
種
自
動
車
系
自
動
車
整
備
科
に
在
校
し
な
く

な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の
と
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
四
月
一
日
規
則
第
九
十
七
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
四
月
一
日
規
則
第
九
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
規
則
第
百
三
十
七
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
規
則
第
百
三
十
七
号
□ 
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こ
の
規
則
は
□
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
九
月
二
十
四
日
規
則
第
百
五
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
六
年
九
月
二
十
四
日
規
則
第
百
五
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
四
条
の
改
正
規

定
□
別
表
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
改
正
規
定
□
事
務
実
務
科
に
係
る
部

分
に
限
る
□
□
及
び
同
表
入
校
資
格
の
欄
の
改
正
規
定
は
□
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
四
条
の
改
正
規

定
□
別
表
千
葉
県
立
我
孫
子
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
改
正
規
定
□
事
務
実
務
科
に
係
る
部

分
に
限
る
□
□
及
び
同
表
入
校
資
格
の
欄
の
改
正
規
定
は
□
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
規
則
第
百
六
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
規
則
第
百
六
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
規
則
第
六
号
□ 

附 

則
□
平
成
十
九
年
三
月
十
三
日
規
則
第
六
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
規
則
第
十
一
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
規
則
第
十
一
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
十
三
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日
規
則
第
十
三
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
七
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
二
十
七
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
五
月
十
三
日
規
則
第
五
十
五
号
□ 

附 

則
□
平
成
二
十
八
年
五
月
十
三
日
規
則
第
五
十
五
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
五
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
五
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
改
正
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 

則
□
令
和
元
年
五
月
二
十
四
日
規
則
第
一
号
□ 

附 

則
□
令
和
元
年
五
月
二
十
四
日
規
則
第
一
号
□ 

改
正 

令
和 

二
年 

三
月
三
一
日
規
則
第

四
〇
号 

 
 

 
 

改
正 

令
和 

二
年 

三
月
三
一
日
規
則
第

四
〇
号 

 
 

 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

全
部
改
正
□
令
和
二
年
規
則
四
〇
号
□ 

全
部
改
正
□
令
和
二
年
規
則
四
〇
号
□ 

□
経
過
措
置
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
同
表
千
葉
県
立
東
金
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科
は
□
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管

理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術
専
門
校
の
項
及
び
同
表
千
葉
県
立
東
金

高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当

該
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科
に
在
校
し
て

い
る
者
が
当
該
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科

に
在
校
し
な
く
な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
同
表
千
葉
県
立
東
金
高
等
技
術

専
門
校
の
項
の
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科
は
□
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管

理
条
例
施
行
規
則
別
表
千
葉
県
立
船
橋
高
等
技
術
専
門
校
の
項
及
び
同
表
千
葉
県
立
東
金

高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
当

該
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科
に
在
校
し
て

い
る
者
が
当
該
機
械
系
メ
カ
ニ
カ
ル
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
及
び
デ
ザ
イ
ン
系
デ
□
ス
プ
レ
イ
科

に
在
校
し
な
く
な
る
ま
で
の
間
□
存
続
す
る
も
の
と
す
る
□ 
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追
加
□
令
和
二
年
規
則
四
〇
号
□ 

追
加
□
令
和
二
年
規
則
四
〇
号
□ 

附 

則
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
四
十
号
□ 

附 

則
□
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
規
則
第
四
十
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
二
条
の
規
定
は
□
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
二
条
の
規
定
は
□
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

附 
則
□
令
和
三
年
九
月
三
十
日
規
則
第
八
十
号
□ 

附 

則
□
令
和
三
年
九
月
三
十
日
規
則
第
八
十
号
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 
 

附 

則
□
令
和
五
年 

月 

日
規
則
第 

号
□ 

附 

則
□
令
和
五
年 

月 

日
規
則
第 

号
□ 

□
施
行
期
日
□ 

□
施
行
期
日
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

１ 

こ
の
規
則
は
□
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

□
経
過
措
置
□ 

□
経
過
措
置
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
□
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
□
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も
□
当
分
の
間
□
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

別
表
□
第
三
条
□ 

別
表
□
第
三
条
□ 

 

名
称 

訓
練
科 

訓
練
課
程 

訓
練
期

間 
訓
練
生

定
員 

入
校
資
格 

 
 

名
称 

訓
練
科 

訓
練
課
程 

訓
練
期

間 

訓
練
生

定
員 

入
校
資
格 

 

 

千
葉
県
立

市
原
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 

非
破
壊
検
査

科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
〇
人

短
期
課
程
に
つ
い
て

は
□
職
業
に
必
要
な
技
能

及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

を
習
得
し
よ
う
と
す
る

者
□
た
だ
し
□
事
務
実
務

科
に
つ
い
て
は
□
障
害
者

の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
□
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号
□
第

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る

知
的
障
害
者
に
限
る
□ 

普
通
課
程
に
つ
い
て

は
□
学
校
教
育
法
□
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
□
に
よ
る
高
等
学
校
を

卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 
 

千
葉
県
立

市
原
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 

非
破
壊
検
査

科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
〇
人 

短
期
課
程
に
つ
い
て

は
□
職
業
に
必
要
な
技
能

及
び
こ
れ
に
関
す
る
知
識

を
習
得
し
よ
う
と
す
る

者
□
た
だ
し
□
事
務
実
務

科
に
つ
い
て
は
□
障
害
者

の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
□
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号
□
第

二
条
第
四
号
に
規
定
す
る

知
的
障
害
者
に
限
る
□ 

普
通
課
程
に
つ
い
て

は
□
学
校
教
育
法
□
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
□
に
よ
る
高
等
学
校
を

卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者 

 

 

塗
装
科 

短
期
課
程 

一
年 

二
〇
人

 

塗
装
科 

短
期
課
程 

一
年 

二
〇
人 

 

 
 

第
二
種
自
動

車
系
自
動
車

整
備
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
三
人

 
 

 

第
二
種
自
動

車
系
自
動
車

整
備
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
三
人 

 

 
 

電
力
系
電
気

工
事
科 

普
通
課
程 

一
年 

三
〇
人

 
 

 

電
力
系
電
気

工
事
科 

普
通
課
程 

一
年 

三
〇
人 

 

 
 

ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
五
人

 
 

 

ビ
ル
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
五
人 

 

千
葉
県
立

船
橋
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 

機
械
系
機
械

技
術
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人

 
千
葉
県
立

船
橋
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 
機
械
系
機
械

技
術
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人 
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金
属
加
工
科 

短
期
課
程 

一
年 

一
二
人 

 
 

 

金
属
加
工
科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
〇
人  

 
 

 
 
 

設
備
施
工
系

冷
凍
空
調
設

備
科 

普
通
課
程 

一
年 

二
〇
人  

 
 

 
 

 

設
備
施
工
系

冷
凍
空
調
設

備
科 

普
通
課
程 

一
年 

二
〇
人  

 
 

 
 

第
二
種
情
報

処
理
系
シ
ス

テ
ム
設
計
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 
 

 

第
二
種
情
報

処
理
系
シ
ス

テ
ム
設
計
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 

電
気
・
電
子

系
Ｉ
ｏ
Ｔ
シ

ス
テ
ム
科 

普
通
課
程 

二
年 

一
〇
人  

 
 

□
新
設
□ 

 
 

  
 

 

千
葉
県
立

我
孫
子
テ

ク
ノ
ス
ク

□
ル 

 

□
削
る
□
□  

 

 
 

 
 

千
葉
県
立

我
孫
子
テ

ク
ノ
ス
ク

□
ル 

 

機
械
系
Ｎ
Ｃ

機
械
加
工
科 

普
通
課
程 

一
年 

二
〇
人  

 
 

 
 
 

園
芸
サ
□
ビ

ス
系
造
園
科 

普
通
課
程 

一
年 
二
〇
人 

 
 

 
 

 

園
芸
サ
□
ビ

ス
系
造
園
科 

普
通
課
程 

一
年 

二
〇
人  

 
 

 
 
 

造
園
科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
〇
人 
 

 
 

 
 

造
園
科 

短
期
課
程 

六
箇
月 

一
一
人  

 
 

 
 
 

事
務
実
務
科 

短
期
課
程 

一
年 

一
〇
人 

 
 

 
 

 

事
務
実
務
科 

短
期
課
程 

一
年 

一
〇
人  

 
 

 

千
葉
県
立

旭
テ
ク
ノ

ス
ク
□
ル 

□
削
る
□
□  

 
 
 

 
 

千
葉
県
立

旭
テ
ク
ノ

ス
ク
□
ル 

機
械
系
Ｎ
Ｃ

機
械
加
工
科 

普
通
課
程 

一
年 

一
五
人  

 
 

 

第
二
種
自
動

車
系
自
動
車

整
備
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 

第
二
種
自
動

車
系
自
動
車

整
備
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 

千
葉
県
立

東
金
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 

デ
ザ
イ
ン
系

空
間
デ
ザ
イ

ン
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 

千
葉
県
立

東
金
テ
ク

ノ
ス
ク
□

ル 

デ
ザ
イ
ン
系

空
間
デ
ザ
イ

ン
科 

普
通
課
程 

二
年 

二
〇
人  

 
 

 
 
 

建
築
科 

短
期
課
程 

一
年 

三
〇
人 

 
 

 
 

 

建
築
科 

短
期
課
程 

一
年 

三
〇
人  

 
 

 
 
 

左
官
技
術
科 

短
期
課
程 

九
箇
月 

八
人 

 
 

 
 

 

左
官
技
術
科 

短
期
課
程 

九
箇
月 

八
人  

 
 

 
 
 

六
箇
月 

八
人 

 
 

 
 

 

六
箇
月 

八
人  

 
 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
ほ
か
□
短
期
課
程
の
訓
練
科
及
び
訓
練
生
定
員
に
つ
い
て
は
□

毎
年
度
知
事
が
千
葉
県
職
業
能
力
開
発
実
施
計
画
で
定
め
る
□ 

備
考 

こ
の
表
に
定
め
る
ほ
か
□
短
期
課
程
の
訓
練
科
及
び
訓
練
生
定
員
に
つ
い
て
は
□

毎
年
度
知
事
が
千
葉
県
職
業
能
力
開
発
実
施
計
画
で
定
め
る
□ 

全
部
改
正
□
昭
和
五
四
年
規
則
一
五
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
五
五
年
規
則
二

二
号
・
五
六
年
四
号
・
五
七
年
三
一
号
・
五
八
年
一
九
号
・
五
九
年
二
三
号
・

全
部
改
正
□
昭
和
五
四
年
規
則
一
五
号
□
□
一
部
改
正
□
昭
和
五
五
年
規
則
二

二
号
・
五
六
年
四
号
・
五
七
年
三
一
号
・
五
八
年
一
九
号
・
五
九
年
二
三
号
・
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六
〇
年
一
五
号
・
七
一
号
・
六
一
年
一
四
号
・
六
三
年
七
号
・
平
成
元
年
二
一

号
・
二
年
三
二
号
・
三
年
四
二
号
・
四
年
九
号
・
五
年
三
三
号
・
六
年
一
五

号
・
七
年
三
三
号
・
八
年
一
九
号
・
九
年
二
七
号
・
一
〇
年
三
四
号
・
六
七

号
・
一
一
年
四
〇
号
・
一
二
年
九
九
号
・
一
三
年
一
〇
二
号
・
一
五
年
五
七

号
・
一
三
二
号
・
一
六
年
九
七
号
・
一
五
三
号
・
一
七
年
一
六
三
号
・
一
九
年

六
号
・
二
〇
年
一
一
号
・
二
一
年
一
三
号
・
二
二
年
二
七
号
・
二
八
年
五
五

号
・
令
和
元
年
一
号
□ 

六
〇
年
一
五
号
・
七
一
号
・
六
一
年
一
四
号
・
六
三
年
七
号
・
平
成
元
年
二
一

号
・
二
年
三
二
号
・
三
年
四
二
号
・
四
年
九
号
・
五
年
三
三
号
・
六
年
一
五

号
・
七
年
三
三
号
・
八
年
一
九
号
・
九
年
二
七
号
・
一
〇
年
三
四
号
・
六
七

号
・
一
一
年
四
〇
号
・
一
二
年
九
九
号
・
一
三
年
一
〇
二
号
・
一
五
年
五
七

号
・
一
三
二
号
・
一
六
年
九
七
号
・
一
五
三
号
・
一
七
年
一
六
三
号
・
一
九
年

六
号
・
二
〇
年
一
一
号
・
二
一
年
一
三
号
・
二
二
年
二
七
号
・
二
八
年
五
五

号
・
令
和
元
年
一
号
□ 

別 

記 

別 

記 

第
一
号
様
式 

□
第
四
条
第
一
項
第
一
号
□ 

第
一
号
様
式 

□
第
四
条
第
一
項
第
一
号
□ 

全
部
改
正
□
平
成1

2
年
規
則
５
号
□
□
一
部
改
正
□
平
成15

年
規
則1

3
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0
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第
二
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□
第
六
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第
三
号
様
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□
第
七
条
□ 

第
三
号
様
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第
七
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一
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改
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昭
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□ 

第
四
号
様
式 

□
第
八
条
□ 

第
四
号
様
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□
第
八
条
□ 

一
部
改
正
□
昭
和4
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年
規
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号
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9
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第
五
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式 

□
第
九
条
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第
五
号
様
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□
第
九
条
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全
部
改
正
□
昭
和
六
〇
年
規
則
七
一
号
□
□
一
部
改
正
□
平
成
一
六
年
規
則
九

七
号
・
二
一
年
一
三
号
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全
部
改
正
□
昭
和
六
〇
年
規
則
七
一
号
□
□
一
部
改
正
□
平
成
一
六
年
規
則
九

七
号
・
二
一
年
一
三
号
□ 
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附
則 

 
こ
の
規
則
は
□
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 


